
ユニマット健康保険組合

健康保険 限度額適用認定 申請書 記入の手引き

入院や通院で医療費が高額になる場合、窓口でのお支払いが一定の金額までとなる認定証を交付します。

申請書は１枚です。漏れなく正確にご記入ください。

７０歳未満の自己負担限度額

被保険者の所得区分 自己負担限度額 多数該当（※）

①区分ア
（標準報酬月額83万円以上の方）

252,600円＋（総医療費－842,000円）×1％ 140,100円

②区分イ
（標準報酬月額53～79万円の方）

167,400円＋（総医療費－558,000円）×1％ 93,000円

③区分ウ
（標準報酬月額28～50万円の方）

80,100円＋（総医療費－267,000円）×1％ 44,400円

④区分エ
（標準報酬月額26万円以下の方）

57,600円 44,400円

次ページに記入例があります。ご提出・お問合せ先

ユニマ ット健保〒107-0062東京都港区南青山2-19-1ｼﾃｨﾔﾏｻﾞｷﾋﾞﾙ2F
T E L 0 3 - 5 4 1 1 - 2 0 1 0 F A X 0 3 - 5 4 1 1 - 2 0 7 9

28.12

医療機関に限度額適用認定証を提示することで、同一の月において、それぞれ一医療機関ごとの窓口での
一部負担金等の支払額が下記の自己負担限度額までとなります。

●自己負担限度額

(※）多数該当とは
診療月以前から１年間に３回以上の高額療養費の支給を受けた（受けられる）場合は、
多数該当となり４回目から自己負担限度額が軽減されます。

注意事項

●提出不要な方

70歳以上の現役並み所得者・一般所得者の方は「高齢受給者証を提示することにより、
医療機関の窓口で負担が自己負担限度額までとなります。

●被保険者が非課税の方
「区分ウ」および「区分エ」の方のうち、市区町村民税が非課税などによる低所得者の方は、
「健康保険限度額適用・標準負担減額認定申請書」（別様式）をご提出ください。

●有効期限
ユニマット健康保険組合に申請をいただきましたら、個別に連絡をし、ヒアリングさせていただいた上で、
有効期限を設定します。




